
暮
ら
し

　市役所各課の電話番号は直通の電
話番号です。問い合わせ先が分から
ない場合は市役所代表番号☎㉓ 5111
をダイヤルし、お聞きしたい内容を
お話しください。
　費用などの記載がないものは無料
です。HP はホームページアドレスです。

お知らせ
information

市
税
の
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口
開
設
の

お
知
ら
せ

■
夜
間
納
付
窓
口

と
き　

10
月
31
日
㈪
〜
11
月
４
日
㈮

　
　
　

11
月
28
日
㈪
〜
12
月
２
日
㈮

■
夜
間
相
談
窓
口

と
き　

11
月
28
日
㈪
〜
12
月
２
日
㈮

◆
い
ず
れ
も

時
間　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

と
こ
ろ　

収
納
課

問
収
納
課
☎
51
６
７
６
１

収納課、十和田湖支所などで手続きできます。納税通知書、通帳、届け出印を
持参ください。年金天引き分の市・県民税は除きます。　　問収納課☎516762

市税などの口座振り替えのご案内

住民基本台帳による人 口 と 世 帯
〈９月末日現在・かっこ内は前月比〉

人　口　　65,758人　（＋２人）
　　男　　31,573人　（－９人）
　　女　　34,185人　（＋11人）
世帯数　26,971世帯（＋37世帯）

平成23年の交通人身事故
〈９月末日現在・かっこ内は前年同期比〉

延べ発生件数　  205件（－26件）
　　　死　者　   １人（　０人）
　　　傷　者　  263人（－21人）
飲酒による事故　４件（＋１件）

（十和田警察署調べ）

＋
－

借
金
・
多
重
債
務
と
こ
こ
ろ
の
無
料

相
談
会

　

家
計
・
健
康
問
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
悩

み
に
つ
い
て
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
精

神
保
健
福
祉
士
、
保
健
師
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

と
き　

11
月
12
日
㈯　

午
後
１
時
〜
３
時

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

※
予
約
が
必
要
で
す
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
51
６
７
９
１

し
尿
く
み
取
り
の
申
し
込
み
は
お
早
め
に

　

年
末
に
な
る
と
し
尿
く
み
取
り
の
申
し

込
み
が
殺
到
し
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

年
内
に
く
み
取
り
を
希
望
さ
れ
る
か
た

は
、
12
月
９
日
㈮
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

問
十
和
田
地
区
環
境
整
備
事
務
組
合
許
可

　

業
者
・
県
南
清
掃
㈱
☎
㉓
４
３
５
１

女
性
の
た
め
の
な
ん
で
も
相
談
所

　

夫
婦
、
親
子
、
暴
力
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど

女
性
に
関
す
る
問
題
や
近
隣
問
題
な
ど
、

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。
人
権
擁
護
委
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

11
月
14
日
㈪

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

十
和
田
奥
入
瀬
合
同
庁
舎
１
階

　
　
　
　

共
用
会
議
室
（
市
役
所
東
隣
）

問
青
森
地
方
法
務
局
十
和
田
支
局
総
務
課

　

☎
㉓
２
４
２
４

地
籍
図
の
写
し
の
交
付
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　

12
月
１
日
か
ら
、
地
籍
図
の
デ
ジ
タ
ル

化
に
よ
り
税
務
地
図
シ
ス
テ
ム
（
パ
ソ
コ

ン
）
か
ら
写
し
を
交
付
す
る
方
法
に
変
わ

り
ま
す
。

　

境
界
確
定
な
ど
の
権
利
の
法
的
根
拠
が

必
要
な
場
合
に
は
、
法
務
局
の
14
条
地
図

▶ 11 月の市民無料相談のご案内
内容 日時

行政相談 ７日㈪・21日㈪
※ 14日㈪
午後１時～３時

行政機関などの業務に
対する苦情、意見、要
望などの相談
人権相談

11日㈮・25日㈮
午後１時～３時

いじめや差別、家庭内
や隣近所とのもめごと
などの相談
司法書士相談 17日㈭

午後１時～３時
●10日㈭から予約受付

土地登記、相続、借金、
多重債務などの相談

不動産相談
10日㈭
午後１時～３時

不動産の取引、不動産
の賃貸借などの相談

消費生活苦情相談
２日㈬・16日㈬
午後１時～３時

悪質商法、架空請求、
製品事故、多重債務な
どの消費生活の相談
暮らしとお金の相談 ９日㈬

午前10時～午後４時
●要予約

多重債務・生活資金な
どの相談

ところ　生活環境課内市民相談室
※行政相談14日㈪は十和田湖支所です。
　生活環境課☎51 6725

▶虐待、育児の相談、ＤＶ被害、 
　離婚などの相談
　福祉課☎51 6716

年
金
相
談
開
催

　

公
的
年
金
に
つ
い
て
、
記
録
の
確
認
、

年
金
の
受
け
取
り
、
保
険
料
の
納
付
や
免

除
な
ど
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

11
月
18
日
㈮

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

十
和
田
湖
公
民
館

持
ち
物　

年
金
手
帳
、
自
動
車
運
転
免
許

　

証
や
健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が
で

　

き
る
も
の

※
本
人
以
外
の
か
た
は
、
委
任
状
が
必
要

　

で
す
。

問
八
戸
年
金
事
務
所

　

☎
０
１
７
８
43
７
３
６
９

を
利
用
し
て
下
さ
い
。

交
付
サ
イ
ズ　

Ａ
３
判

交
付
手
数
料　

１
件
３
０
０
円

　
（
交
付
手
数
料
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
）

問
税
務
課
☎
51
６
７
６
８
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　日本赤十字社の「東日本大震災義援金」に、多くの
皆さんから温かい気持ちをお寄せ頂きありがとうござい
ます。日赤十和田市地区の受け付け状況は次のとおりです。

10,254,229 円（平成 23 年 9月 30 日現在）

「東日本大震災義援金」の受け付け状況のお知らせ

　お寄せ頂いた義援金は、日本赤十字社を通じ被災
者へ届けられています。
　なお、「東日本大震災義援金」の受付期間は、平成
24 年 3 月 31 日まで延長されました。引き続き、皆
さんのご支援をお願いします。
問生活環境課☎51 6725


